
○ 厚 生 労 働 省 令 第 百 九 号

食 品 衛 生 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 二 百 三 十 三 号 ） 第 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 乳 及 び 乳 製 品 の 成 分 規、

格 等 に 関 す る 省 令 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 八 年 六 月 八 日

厚 生 労 働 大 臣 塩 崎 恭 久

乳 及 び 乳 製 品 の 成 分 規 格 等 に 関 す る 省 令 の 一 部 を 改 正 す る 省 令

乳 及 び 乳 製 品 の 成 分 規 格 等 に 関 す る 省 令 （ 昭 和 二 十 六 年 厚 生 省 令 第 五 十 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
別 表 の 二 の ㈢ の ⑾ を 次 の よ う に 改 め る 。

⑾ 脱 脂 濃 縮 乳

１ 成 分 規 格

無 脂 乳 固 形 分 一 八 ・ 五 ％ 以 上

細 菌 数 （ 標 準 平 板 培 養 法 で 一 ｇ 当 た り ） 一 〇 〇 〇 〇 〇 以 下、



２ 製 造 の 方 法 の 基 準

ａ 加 熱 殺 菌 を 行 う ま で の 工 程 に お い て 原 料 を 摂 氏 十 度 以 下 又 は 摂 氏 四 十 八 度 を 超 え る 温 度 に 保、

た な け れ ば な ら な い た だ し 原 料 が 滞 留 す る こ と の な い よ う 連 続 し て 製 造 が 行 わ れ て い る 場 合。 、

に あ つ て は こ の 限 り で な い、 。

ｂ 牛 乳 の 例 に よ り 加 熱 殺 菌 す る こ と 。

ｃ 加 熱 殺 菌 後 の 工 程 に お い て 原 料 を 摂 氏 十 度 以 下 又 は 摂 氏 四 十 八 度 を 超 え る 温 度 に 保 た な け れ、

ば な ら な い た だ し 当 該 工 程 に お い て 用 い る す べ て の 機 械 の 構 造 が 外 部 か ら の 微 生 物 に よ る 汚。 、

染 を 防 止 す る も の で あ る 場 合 又 は 原 料 の 温 度 が 摂 氏 十 度 を 超 え か つ 摂 氏 四 十 八 度 以 下 の 状 態、 、

の 時 間 が 六 時 間 未 満 で あ る 場 合 に あ つ て は こ の 限 り で な い、 。

３ 保 存 の 方 法 の 基 準

濃 縮 後 （ 濃 縮 後 殺 菌 し た 場 合 に あ つ て は 殺 菌 後 ） 直 ち に 摂 氏 十 度 以 下 に 冷 却 し て 保 存 す る こ と 。

別 表 の 二 の ㈤ の ⑵ 中 「 水 蒸 気 」 の 下 に 「 並 び に 脱 脂 濃 縮 乳 中 の た ん ぱ く 質 量 の 調 整 の た め に 使 用 さ れ る 乳

糖 及 び 生 乳 牛 乳 特 別 牛 乳 成 分 調 整 牛 乳 低 脂 肪 牛 乳 又 は 無 脂 肪 牛 乳 か ら ろ 過 に よ り 得 ら れ た も の 」 を、 、 、 、



加 え る 。
附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 省 令 は 公 布 の 日 か ら 施 行 す る、 。

（ 経 過 措 置 ）

２ 脱 脂 濃 縮 乳 の 製 造 に つ い て は こ の 省 令 に よ る 改 正 後 の 乳 及 び 乳 製 品 の 成 分 規 格 等 に 関 す る 省 令 （ 以 下、

改 正 後 省 令 と い う ） 別 表 の 二 の ㈢ の ⑾ の ２ の 規 定 に か か わ ら ず こ の 省 令 の 公 布 の 日 か ら 起 算 し て「 」 。 、

六 月 を 経 過 す る 日 ま で の 間 に 限 り な お 従 前 の 例 に よ る こ と が で き る た だ し 改 正 後 省 令 別 表 の 二 の ㈤、 。 、

の ⑵ の 規 定 に よ り 脱 脂 濃 縮 乳 中 の た ん ぱ く 質 量 の 調 整 の た め に 乳 糖 及 び 生 乳 牛 乳 特 別 牛 乳 成 分 調、 、 、 、

整 牛 乳 低 脂 肪 牛 乳 又 は 無 脂 肪 牛 乳 か ら ろ 過 に よ り 得 ら れ た も の を 使 用 し て 製 造 を 行 う 場 合 は こ の 限 り、 、

で な い 。


